
◆ 受験者は、試験開始の15分前までに試験場前の廊下に集合すること(入室はできない)。

※ 試験場は試験開始20分前から入室禁止とする。試験監督の入室許可があるまで入室

しないこと。

◆ 定期試験期間において実施する筆記試験は座席指定で実施される。入室の際、

座席番号入りの「試験出席票」を配付するので、座席番号を確認し着席すること。

   ※ 試験場に掲示された＜座席表＞で確認すること。

受 験 時 の 注 意

★その他、共通掲示の「受験時の注意」を必ず確認すること。


